
人々の社会的活動の中から生み出される資料を今，仮に広義の「市民活動資料」ととらえ，その

中でも特にその活動に関わって他者に働きかける目的で多数印刷され，配布されたものを狭義の

「市民活動資料」と捉えておく。「市民活動資料センター」とは，このような広義または狭義の「市

民活動資料」を収集し，収集したものを公開して提供する，収集・保存・提供（公開）施設のイメ

ージで受け止められるのが一般的であろう。

では何故，「市民活動資料」というようなものを集めるのか。何故それらを保存・提供（公開）

するのか。

私は，「市民活動資料」を収集・整理・保存し，それを公開する機関（組織），「市民活動資料・

情報センターをつくる会」が目指す「センター」は，市民運動を支援するためのさまざまな教育活

動（社会教育活動）をその不可欠な機能として持つべきだと考えている。私がこのように通常のイ

メージを越えて考えるのは，「市民活動資料・情報センターをつくる会」が生まれてくる背景にあ

る，2002年３月に閉鎖されてしまった都の施設「市民活動サービス・コーナー」の姿が頭の中に

焼き付いているからだ。「市民活動サービス・コーナー」は30年以上に渡って「市民活動資料」を

収集・保存・提供（公開）してきたが，都の社会教育を担う機関の一つに位置づけられ，「市民活

動」を支援するその他の事業も積極的に展開していた。

本稿ではこの「市民活動サービス・コーナー」の事例をもとに，「市民活動資料」の収集・保

存・提供（公開）という活動を生み出した「思想」を，「社会教育」における「思想」の蓄積をふ

まえて検討する。また，そこではじめられたこの市民活動資料の収集・保存・提供（公開）という

営みが，「社会教育」の実践のあり方に提起した意味もとらえ返してみる。その上で改めて「社会
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教育」の視点から，「市民活動資料」センターのあり方について論じてみたい。

１　市民活動資料の収集・保存・提供（公開）活動を生み出した思想

（1）「市民活動サービス・コーナー」設置当時の東京都の「市民運動」観

「市民活動サービス・コーナー」は1972年10月１日に東京都教育委員会社会教育部計画課に所属

した形で発足した。何故つくられたのか。

当時の同計画課主査，山本耿はその回顧の中で，「住民運動が先ず起り，行政がこれへの対応を

迫られた」のだと説明している（１）。

しかし，当時の都の基本構想案『広場と青空の東京構想（試案）』では―「市民運動」という言

葉が用いられているが，これは山本のいう「住民運動」とほぼ同じものを指していると思われる―，

「対応を迫られた」というよりもむしろ，「市民参加」という東京都の新たな施策において「市民運

動」を積極的に生かしていこうとする，「市民運動」に対する東京都の高い期待が示されていた。

同構想の「第４章 新しい東京計画〈２〉都民による都市改造運動」では，市民運動を二つに類

型化している。一つは「生活環境を保全しようという切実な願望が，個々の市民を結集させ」てい

る「活発な市民運動」（「第一類型」）で，もう一つは，その「発展形態」として「都市づくりへの

市民参加」という形で展開する市民運動」（「第二類型」）だ。そしてこれらについて，「抵抗型とも

よぶべき第一の類型は，環境保全に有効性をもち，ついで都市改造という観点からみてその発展形

態ともいうべき改造型と位置づける第二類型は改造事業に意義をもっている。もちろん，いずれの

市民運動も都市改造の原動力である」と説明していた（２）。

つまり当時，東京都は「市民運動」への「対応」（あるいは「対策」）というよりも，むしろ，自

治体として，そのような活動がますます活発に発展することを期待し，「市民活動」の発展が，東

京という都市を発展させていく力になると考えていたともいえるのではないか。

（2）「市民活動サービス・コーナー」設置当時の東京都の「社会教育」観

ところで，当時の東京都の「市民運動」へのこのような高い期待は，その力を生かす「市民参加」

施策の区市町村への推奨や都政での具体化につなげられたのであろうが，他方でまた，「市民運動」

を育成する教育施策，とりわけ社会教育分野での施策にもつなげられた（３）。そしてそのことで，

「市民運動」へのこの期待は，単純な動員政策や，また啓蒙施策に終わらない，日本の社会教育の

歴史の中で深められ，発展されてきた「思想」に呼応する施策として展開することになった。

先にも触れた山本は，やがて「市民活動サービス・コーナー」設置につながる施策の立案を命じ
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(1) 山本耿「コーナー開設の経緯」東京都立川社会教育会館市民活動サービス・コーナー『市民活動』第22号

「コーナー白書1980」1881年３月，p.32。

(2) 東京都企画調整局調整部編『広場と青空の東京構想（試案）』東京都広報室都民資料室1971年８月，pp.74-75。

(3) 山本は「“都民における成人教育の振興を都の重点施策とするので有効な施策を立案せよ。施策の方向は都民

における住民自治意識，住民連帯意識の触発涵養と助長”／右のような指示が都庁議―教育長―社会教育部とお

りてきたのは四十六年七月である」と書いている（注１に同じ，p.32）。



られたとき，「機能論上の条件として」，「⑤住民生活に基本軸をすえ，『住民にキィーを』の趣旨を

生かし⑥住民の諸活動（市民活動
．．．．

という言葉はこの条件の検討段階で自然に得られた）の学習的側

面へサービスする資料情報量と範囲を可及的にひろげること」の二つが「加えられていた」（４）と

同じ回想の中で書いているが，このそれぞれにその「思想」をみてとることができる。

１）「住民生活に基本軸をすえ，『住民にキィーを』」の意味

一つ目「住民生活に基本軸をすえ，『住民にキィーを』」という発想は，第二次世界大戦後，

日本の「社会教育」が法制上掲げた理念に呼応している。まず「住民生活に基本軸をすえ」

という文言は，旧教育基本法第２条（教育の方針）（５）に示された「実際生活に即し」という

考え方を想起させる。また「『住民にキィーを』」という文言は，「国及び地方公共団体の任務」

を「環境醸成」と限定し，教育の主体をあくまで「国民」とする考え方を想起させる（社会

教育法の第３条）（６）。

２）「住民の諸活動（…略…）の学習的側面へサービス」の意味

もっとも，法において確認された理念が実際の社会教育現場でその通り展開されたわけで

はない。特に1950年代末から60年代にかけて，住民の学習を支援する社会教育職員やその活

動に対する関連行政組織からの露骨な統制が広がりはじめる（７）。そして，それまで盛んに展

開された「政治教育」が社会教育の現場から遠ざかっていくようになる（８）。

こうした時期，大阪府枚方市教育委員会から『枚方の社会教育』という冊子が連続して発

行された。その第２号は「社会教育をすべての市民に」というタイトルで，同市の「社会教

育委員兼公民館運営審議会委員」が「社会教育の今後のあり方」について「研究，討議」し
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(4) 注１に同じ。

(5) 旧教育基本法「第二条（教育の方針）教育の目的は，あらゆる機会に，あらゆる場所において実現されなけれ

ばならない。この目的を達成するためには，学問の自由を尊重し，実際生活に即し，自発的精神を養い，自他の

敬愛と協力によつて，文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」

(6) 社会教育法「第三条（国及び地方公共団体の任務）国及び地方公共団体は，この法律及び他の法令の定めると

ころにより，社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営，集会の開催，資料の作製，頒布その他の方法により，

すべての国民があらゆる機会，あらゆる場所を利用して，自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環

境を醸成するように努めなければならない」（1949年）。

なお，社会教育において「都民」を主体とする考えかたは，『広場と青空の東京構想（試案）』よりまえに出さ

れた『東京都社会教育長期計画』の中でも，「東京都の社会教育活動を推進する主体は，都民一般である」とし

て次のように書かれていた。「1,000万都民が，老若男女を問わず，すべて社会教育活動の主体であるという考

え方に立つことが，重要な基本線である。／しかしながら，都民各自が持っている経験，教養，技能等の量と質

とに応じて，その教育力にはおのずから強弱の差異があり，また時と所とによって，ある場合には教育の主体と

なり，ある場合には客体となることも当然おこりうる。本都の社会教育の基本目標を全都民の教育力の強化にお

くゆえんは，すべての都民が，時と所とに応じて教育の主体として，その教育能力を発揮できる事態が望まれて

いるからである」，東京都教育委員会『東京都社会教育長期計画』1965年11月，p.16。

(7) 小川利夫「社会教育の『法と行政』研究序説 ３社会教育法『改正』『不当配転』問題の系譜」小川利夫編

『社会教育の法と行政』「講座 現代社会教育」Ⅳ，亜紀書房，1987年５月，pp.83-87参照。また1960年代以降

の社会教育職員不当配転事例については社会教育推進全国協議会15年史編集委員会編『権利としての社会教育

をめざして―社会教育推進全国協議会十五年の歩み』ドメス出版，1978年８月に詳しい。

(8) 『月刊社会教育』1965年５月号の特集は「『政治タブー』の克服」であった。



た「結論」をまとめたものとして発行された（９）。そこでは「社会教育は国民の権利である」

等，合わせて六項目を社会教育のあり方として提示して解説していた（10）。そして1965年『月

刊社会教育』誌に掲載された研究者たちの調査報告（11）によって全国に広く紹介され，「枚方

テーゼ」と呼ばれるようになり，1970年代はじめから日本の社会教育運動において広がった

「権利としての社会教育」という思想の形成に一定の役割を果たした。

この「まとめ」が提示した六項目のうち，当時からもっとも注目されていたのが「社会教

育は大衆運動の教育的側面である」（12）という文言だった。この文言に呼応するように，その

「編集後記」では，同市の社会教育主事が当時の「大衆運動」の具体的な様相に触れながら，

これらの運動に応えるべき社会教育は「体質改善」が求められていると記していた（13）。

このような歴史的背景をふまえると，山本が施策立案の「機能上の条件」だったと述べて

いるもう一つ，「⑥住民の諸活動（…略…）の学習的側面へサービス」は，まさにこの「枚方

テーゼ」の文言，「社会教育は大衆運動の教育的側面である」を想起させるものだといえるの

ではないだろうか（14）。
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(9) 枚方市教育委員会『枚方の社会教育№２　社会教育をすべての市民に』1963年３月。当時大阪の自治体労働

運動の担い手でもあった同市の社会教育主事，井上隆成がこの「まとめ」作成を手掛けたことなど，この『枚方

の社会教育』及びその第２号が作られた経緯や，その後社会教育関係者により注目され，また枚方市の市民自身

により再発見される経過などについては，井上英之「地域民主主義運動と社会教育」（津高正文編著『戦後社会

教育史の研究』昭和出版，1981年６月，第４章）が詳しく分析している。

(10) 提示されていた６項目は次のとおり。1）社会教育の主体は市民である。2）社会教育は国民の権利である。3）

社会教育の本質は憲法学習である。4）社会教育は住民自治の力となるものである。5）社会教育は大衆運動の

教育的側面である。6）社会教育は民主主義を育て，培い，守るものである。

(11) 小川利夫・花香実・藤岡貞彦「地域民主主義運動と公民館―公民館の現代的性格（その４）」『月刊社会教育』

№94，国土社，1964年９月号。

(12) 前掲『枚方の社会教育№２　社会教育をすべての市民に』p.６。この文言は，当時東京都文京区の社会教育職

員だった野呂隆が書いた「社会教育と大衆運動」（福尾武彦・宇佐川満編著『現代社会教育論』誠文堂新光社

1962年７月，第５章）の一節を引用しながら提示された。

(13) 枚方市の社会教育主事，井上隆成は「わたくしたちの枚方市はどうなっているだろうか。交通量が激しくなれ

ば，信号灯の設置，踏切り拡張の要求が起り，環境衛生をよくしようとすれば塵芥焼却場，し尿処理場の必要性

を痛感し，早く解決してもらおうとして署名運動で働きかける。／子どもをかかえて，働きに出かけねばならな

い母親は託児所をたててほしい願いを持ち，共通の願いに結ばれた人達の市民運動として発展する。／市民は何

とかせねばならないと考え，身近な足元の問題を掘り起し，みんなの問題をみんなで取組んで，解決していこう

とする動きが起ってきているわけです。／そこに社会教育の存在価値がとわれてきているのであって，単なる教

養主義では市民大衆から見放されていくことは明らかである。／…略…／では，社会教育の体質改善はどこから

手をつけるべきか，お互いに真剣に取り組まねばならぬ課題である」と書いていた（前掲『枚方の社会教育№２

社会教育をすべての市民に』「編集後記」）。

(14) ただし，実際の施策展開においては「市民活動サービス・コーナー」においても，行政が市民運動を支援する

ということが簡単ではないことを山本自身が，「計画上かなり困難な与件」であったとして次のように述べてい

た。「つまり，①住民運動と行政とは本質的に異なるサイドに立つものであること。②このため行政サービスの

機能上自ら限界があり，これを越えれば必ずや矛盾を生ずるであろう―。③しかし限界に留まる限り当面する需

要には充分応え得ない（以下略－荒井）」（注１に同じ）。

また，1990年代中頃に同コーナーの職員となる江頭晃子は，同コーナー廃止後に「コーナー時代」をふりか

えって，この山本のコメントにも触れつつ，「趣味サークルから市民運動まで広範囲の，さまざまな分野の団



つまり，東京都の「市民運動」への期待は，戦後，法理念上で確立された社会教育「思想」

と，またその後の時代状況の中で，再評価によりさらに飛躍したその「思想」とに呼応しな

がら，社会教育施策に位置づけられたと読み取れる。

３）「市民運動」のもつ教育的価値への期待―「市民教育」という視点から

ところで，山本に施策立案の指示があったという1971年７月より後だが，「市民活動サービ

ス・コーナー」設置（1972年10月）よりも半年前，1972年２月，東京都教育委員会は東京

都社会教育委員の会議に対し，「東京都の自治体行政と都民の社会教育活動における市民教育

のあり方について」という諮問を行った（15）。この諮問に対する中間報告は1973年３月に，本

答申は1973年７月にまとめられたが，その中で「市民運動がもつ教育的意義」とういうこと

が指摘された。

同答申では，市民運動それ自体の価値を「自治体行政推進の原動力として，ひろくは，70

年代の課題を解決する中心として」高く評価した。また，「市民運動における都民の要求（自

己主張）の過程を通じて,主体的市民がまさに形成されつつあり，そのことが豊かな民主主義

社会の基盤として，将来への展望にたった新たな市民像の形成と社会の進展をもたらすもの

である」と，「市民運動」を担う者にとっての「市民運動」のもつ「人間形成」力に注目し，

これを「教育的価値」と規定，その諸要素を列記した。その上で「市民運動」がもつこの

「教育的な価値」をさらに高めるために，「市民運動の過程に現れるであろう，政治的教養や

科学的・客観的知識への学習要求に対しても，行政がこれに応じて十分な保障を果たすべき

である」（16）と述べていた。
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体・グループに，社会教育法上の『求めに応じる』（利用者が必要とすることには可能な限り応える，しかし先

回りしたり指図したりはしない）を基本に提供してきた。『分け隔てなく・親切に・きめ細かく』『利用者の都合

を最優先し，役所の都合をおしつけない』ことを大切にしてきたが，都政体質の移り変わりのなかで，必ずしも

この方針が徹底できず，また担当職員（非常勤職員四人）としても行政組織にいながら市民団体側の立場に立つ

ということにより，組織内部でいつも居心地の悪さがあったことは否めない」（江頭晃子「社会教育行政から

NPO法人へ―両側から見えてくること」『月刊社会教育』№603 国土社，2006年１月号，p.34）と書いている。

江頭はさらに，「行政組織の一員としては難しいことがいろいろあった。活動を支援するのではなく学習を支

援することを強調されたり（活動が学習を含んでいる場合が多いのだが），社会教育法上の（社会教育法条文で

いう－荒井）政党活動を政治活動と拡大解釈し，さらに市民活動の主義主張を政治活動と更に拡大解釈して規制

したりと，コーナー廃止前数年は特にその締めつけがひどく，何を企画しても起案が通らないということがあっ

た」（同上 p.39）とも書いている。

ここでは「活動を支援するのではなく学習を支援することを強調され」たというように，当初，積極的な意味

において提示されていた「学習的側面」の支援が，実際の事業展開においてはむしろ，歪曲化され，後退した形

で解釈されかねない状況にあったことがわかる。

(15) 諮問事項第１項目は次の通り。「１．大都市東京においては，激発する都市問題を契機として，都民の多くが

自治意識を自覚し，自治体行政のあり方に対し，真剣に注目している。／この新たな動きに対応して進められる

べき民主主義社会形成への市民教育は，いかにあるべきか。また，都民自身が自らの生活実態の中から生み出し

つつある市民運動と社会教育行政との関係をどのように理解し，その高度な発展を期すべきか。」（東京都社会教

育委員の会議『東京都の自治体行政と都民の社会活動における市民教育のあり方について（答申）』1973年７月

９日の掲載資料より。

(16) 前掲，東京都社会教育委員の会議『東京都の自治体行政と都民の社会活動における市民教育のあり方について



つまり，「市民運動」の担い手を教育の「主体」ととらえた上で，それらの人々の「学習」

を支援することは，「市民運動」がもつ教育的価値の質をより高めることになると認識してい

たのだと考えられる。

（3）「市民運動」支援の社会教育「思想」と「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）

ところで，では市民運動がもつ教育的価値の質をより高めるというこの考え方は，どのようにし

て「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）事業につながっていったのだろうか。

「市民活動サービス・コーナー」の利用者として早くから利用者連絡会組織を担い，同コーナー

の意義を高く評価してきた奥田泰弘は，同コーナーの歴史をふりかえるなかで，開設当初予想して

いなかった以上に収集資料が増え，開館１年後にすでに，「いまから思えば，早くも，市民活動サ

ービス・コーナーの中心事業は将来情報・資料の提供サービスになるということを暗示していたと

いえよう」と分析していた（17）。また，「市民活動サービス・コーナー」の「中核的仕事はなんとい

っても文献・資料及び情報の収集と提供にあるといってよいであろう。その意味で，このコーナー

の最大の特徴は，市民活動あるいは市民運動・住民運動に関する文献・資料・情報が他のどの機関

よりも多く集積されてきているし現に集積されつつあることであろう。従ってコーナーが1976年

頃から全国の市民活動団体が発行するミニコミ類を意識的に収集しはじめたということは大きな前

進であるといえる」と述べていた（18）。

「市民活動サービス・コーナー」はもともと先にみたように「⑥住民の諸活動（…略…）の学習

的側面へサービスする資料情報量と範囲を可及的にひろげること」（19）が立案時の「機能上の条件」

の一つであった。従って，収集資料が増えていったということは，その条件通りに活動を充実させ

ていったのだといえる。その上で，「市民活動団体が発行するミニコミ類を意識的に収集しはじめ

た」ということは，「学習的側面」の支援として提供する情報として，各団体の課題に関連した専

門的情報だけでなく，他団体自体の情報や他団体が発信している情報も重要であることが，実践の

中から浮かび上がってきたということだったのではないだろうか。

「市民活動サービス・コーナー」開設当初から同コーナーの職員として働いてきた山家利子は，

地域その他で活動を行なう方法を模索し，類似団体の活動事例を求めて同コーナーを訪れた人たち
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（答申）』，pp.７-８。

(17) 奥田泰弘「市民活動サービス・コーナーの誕生とその意義」中央大学人文科学研究所編「研究叢書」５『民衆

文化の構成と展開』1989年４月中央大学出版部，pp.219-222。

(18) 同上，p.233。なお，開設当初からの「市民活動サービス・コーナー」の職員，山家利子は1986年の論稿で，

「いつ頃からどのような形でミニコミが集まり始め，現在のように資料室の中で重要な位置を占めるに至ったの

だろうか」と自ら問うて，「今，手元の資料をひもといてみても，そのあたりの事情はあまりはっきりつかめな

い」と述べている。その上で「開設の次年度には行政資料と同時に市民団体発行資料の収集に努力を払うように

なり，それにつれて七五年度頃から市町村広報などやミニコミも集まり始めた。そして七六年度にはミニコミ収

集に積極的に取り組むようになり，その年度の終わりには，集まったミニコミのうち一〇五種を写真入りで紹介

した冊子を発行するまでになった」東京都立川社会教育会館市民活動サービス・コーナー職員グループ（文責・

山家）「ミニコミに支えられるひろば―市民のつながりと課題解決に役立つことを願って」（『月刊社会教育』№

355，国土社，1986年６月号，p.21）と，「ミニコミ」収集に力を入れるまでに至る経緯をふりかえっている。

(19) 注１に同じ。



に，関係する市民活動の資料を紹介して支援した具体的な事例を，10数年の経験をふりかえる中

で複数紹介している（20）。

つまり，市民運動の「学習的側面」への支援という「思想」にもとづく「情報提供」活動の具体

化の中で，支援する市民団体の増加とともに，「市民活動資料」が増加し，蓄積され，これを生か

したさらなる支援活動の中で，市民活動が生みだしている資料としての「市民活動資料」の「市民

運動」支援における有効性・重要性が自ずと自覚され，認識されていったということなのではない

だろうか。そこで「市民活動資料」はまさに意識的に収集・保存・提供（公開）されるようになっ

たと言えるのではないか。

２　市民活動資料の収集・保存・提供（公開）活動の社会教育実践としての意義

（1）市民運動から学んで市民の学習を支援するという「社会教育」思想の具体化

「住民の諸活動（…略…）の学習的側面へサービス」という考えかたの背景に，「社会教育は大衆

運動の教育的側面である」という思想があるのではないかと前節で指摘した。

ところで，では社会教育はどのような意味において，あるいはどのような方法によって，「大衆

運動」の「教育的側面」となりうるのか。「枚方テーゼ」では，「憲法学習」，「住民自治の力となる

もの」「民主主義を育て，培い，守るもの」と「社会教育」の理想の大枠が提示されていたが，具

体的な実践方法については十分論じていなかった。

この点，ほぼ同じ時期，長野県の伊田・下伊那の公民館主事たちが日本社会教育学会から請われ

てまとめ，1965年の同学会年報『現代公民館論』に掲載された，「提案」，「公民館主事の性格と

役割」（21）―社会教育研究においては後に「下伊那テーゼ」と呼ばれるようになる（22）―は，より踏

み込んだ提案をしていた。それは「働く国民大衆の運動から学んで学習内容を編成する」というも

のだ。

この「下伊那テーゼ」では「これからの主事の役割」として「（1）働く国民大衆の運動から学

んで学習内容を編成する仕事」と「（2）社会教育行政の民主化を住民とともにかちとっていく仕

事」との二つを掲げ，前者については，学習内容編成のためには「今，国民がどのような学習を求

めているか，いいかえれば『国民的な教養のあり方』はどうなのかという問題について，われわれ

はまず働く国民大衆の運動の中から学ばなくてはならない」（23）と提言した。
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(20) 前掲，「ミニコミに支えられるひろば―市民のつながりと課題解決に役立つことを願って」『月刊社会教育』№

355，p.24。

(21) 長野県　飯田・下伊那主事会「【提案】公民館主事の性格と役割」日本社会教育学会年報「日本の社会教育」

第９集『現代公民館論』第一法規，1965年11月。

(22) 藤岡貞彦「社会教育実践と民衆意識」藤岡貞彦『社会教育実践と民衆意識』民衆社，1977年９月所収（初出

は『月刊社会教育』国土社，1969年３月号，８月号，10月号）。藤岡はここで飯田・下伊那主事会の提言を

「下伊那テエゼ」と命名し，「枚方テエゼ」から「下伊那テエゼ」へという方向で，社会教育実践史及び実践論に

おける両者の意味，意義を，小川利夫の「社会教育内在・外在矛盾」論と関わらせながら論じている。

(23) 注21に同じ，p.183。これに続けてさらに，次のようにも説明している。「労働運動における学習・文化活動

はどのように行われているか，農民運動ではどうか，青年運動ではどうか，そして婦人運動では，平和運動では，



この提言は先にみた「枚方テーゼ」に言及していない。しかし「枚方テーゼ」が社会教育は「大

衆運動の教育的側面」だと述べたことに呼応して社会教育実践の方法を考えるうえで，これに応え

る一つの方向性がそこに提示されていたと，とらえることができるのではないだろうか。つまり

「『国民的な教養のあり方』」の同時代的把握の重要性，そしてその把握の方法としての「大衆の運

動の中から学ぶ」という方向である。

では「大衆の運動の中から学ぶ」とは具体的にはどういうことか。同「提案」では，飯田・下伊

那郡主事会に属する公民館主事たちが地域の青年団，婦人会，あるいはさまざまな地域サークルの

運動に関わり，ともに活動していることに言及しつつ，その関わり方を論ずる中でこの考え方が提

示されていた。また主事組織への期待にも言及していた。従って，ここでは地域の具体的運動に関

わりながら，また既存の調査・研究をもとにした個人的・集団的学習も踏まえて「大衆の運動の中

から学ぶ」ことが想定されていたのだと思われる。

ところで，この観点から「市民活動サービス・コーナー」の事業をみたとき，同コーナーの職員

たちは，「住民の諸活動（…略…）の学習的側面へサービス」するために，「市民活動資料」の収集

活動においてまさにこの「大衆の運動の中から学ぶ」という作業を行っていったといえるのではな

いだろうか。そして大量の市民活動情報を現物資料とともに把握する職員は，同コーナーに情報を

求めて，あるいは活動の相談のために訪れる人々やグループに対し，参考になる資料を直接提供・

紹介することができた。また，そのような情報は「コーナーだより」，研究誌『市民活動』，『ミニ

コミ目録』等々の発行や，集会事業「市民活動のつどい」の企画実施―すなわち学習内容編成―に

おいても生かされていた。

つまり，「市民活動サービス・コーナー」が展開した「市民活動資料」を収集・整理する活動は，

社会教育職員が「大衆の運動の中から学び」，「『国民的な教養のあり方』」を同時代的に把握する方

法にもなっていたのではないか（24）。そしてこれを保存・提供（公開）し，相談業務や集会交流事

業にその蓄積を活かす活動は，まさに，「働く国民大衆の運動から学んで学習内容を編成する仕事」

―「下伊那テーゼ」が提示した公民館主事の実践上の課題―を，東京都という広域を対象とする社
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いろいろな政治運動ではどうか，なぜそのテーマがえらばれたのか。その学習はどう運動に役だっているのか，

等々」。

なお，ここでは学習内容編成の仕事について，「第一に，これらの運動の中で行われている学習活動を分析し，

それを一般化し系統化する仕事である」，「第二に，そこで示される一般的な学習内容の体系を地域の実状と対象

に応じてきめこまかい学習内容に編成していく仕事である。それは，地域における人間疎外の現実をとらえ，そ

の背景を科学的に明らかにする努力（主事の学習）の中で可能になるのであろう」とさらに踏み込んで提言して

いる。

(24) 注14でもその文章を紹介した江頭晃子は廃止まで「市民活動サービス・コーナー」の職員として働いていた

が，その仕事を振り返って，「初めての職場であったコーナーでの七年間は，人権，環境，平和，自治，消費者，

自然，教育，子ども，性，高齢者，障害者，南北問題などをキーワードに『誰にとっても住みやすいまちづくり』

『人間らしく生きられること』を願って活動している大勢の人がいることに惹きこまれた。自分自身や周りの生

活課題から，止むに止まれぬ思いから，自分の出来ることをさまざまな形で活動していた」（前掲，江頭晃子

「社会教育行政からNPO法人へ―両側から見えてくること」『月刊社会教育』№603，p.38）と書いている。社会

教育職員が「大衆運動」から学び，同時代の「国民的教養」のあり方をつかみ取っていく過程の一端が，ここに

も表現されているように思われる。



会教育施設において具体化する方法になっていたのではないか。同コーナーの「市民活動資料」収

集・保存・提供（公開）活動は，こうした意味で，社会教育実践の一つの方法を生み出していたと

もいえるように思う。

（2）利用市民の拡大，市民との密度の濃い関係を生み出す手法

ところで，広域を対象とする社会教育施設では一般に，社会教育職員が個々の市民や市民団体と，

広く，具体的にかかわることは難しい。しかし「市民活動サービス・コーナー」は，「市民活動資

料」の収集・保存・提供（公開）活動によってこれを実現させていた。

同コーナーの職員だった，先に触れた山家利子は，かつて「一つのミニコミおよびその発行団体

との関係は，単に資料室と資料および資料発行者の関係以上のものがある。つまりそこには，両者

の〝つきあい〟，〝ふれあい〟ともいうべきものがある」（25）と書いて，具体的なミニコミとのかか

わりを紹介していた。山家は，一つのミニコミの掲載情報から，あるいは一つの事業がきっかけと

なって，「市民活動サービス・コーナー」が他のさまざまな団体とのつながりを広げ，さらに，新

たにつながったそれらの団体の情報がミニコミ等で収集されていくというように，市民団体とつく

る同コーナーのネットワークが，具体的な資料を残しながら網の目のように広がっていくことに触

れていた。他方でまた「アルコール問題」に取り組んでいる団体の機関誌を例にあげて，「単にア

ルコール問題に関する情報がそこにあるというだけでなく，このミニコミを発行している方々のぬ

くもり，会の雰囲気まで紙面から伝わってくる」（26）と紹介していた。

この山家の指摘と紹介事例からは，まず「市民活動サービス・コーナー」での「市民活動資料」

の収集・保存・公開（提供）活動においては，ミニコミという資料を通して，単に情報が集められ

るだけではなく，活動を展開する市民の，活動にかける思いやその団体の内部及び周辺の人々の状

況までが，同コーナーの職員に積極的に把握されていたことがわかる。山家の言う“ふれあい”で

ある。また，そうした関わりの中で，同コーナーと市民団体とのネットワークが広がっていったこ

とも分かる。山家の言う“つきあい”である。

部屋を借りる申請のために団体が社会教育施設に登録するような形で集められる団体の基本情報

からでは，それぞれの団体の「ぬくもり，会の雰囲気」まで感じ取ることは難しい。また申請を待

つ形での情報収集では，ネットワークという意味ある形で多数の団体との関係を広げていくことは

難しい。通常，狭域を対象とする公民館では，そこに優れた社会教育職員がいる場合，地域住民と

ともに行う日常的な活動，施設貸出・事業等の活動を通じて，直接，そのような市民や団体の様子

が把握され，市民や団体とのネットワークも，意味ある形で広がっていく。しかし，「市民活動サ

ービス・コーナー」の場合，広域を対象としているために，そのような活動を行なうことは難しか

ったと思われる。そこで，地域に密着した日常活動に代わって，「市民活動資料」の収集・保存・

公開（提供）活動が，支援対象としての市民運動についてのより広く，より深い状況（どのような

支援を必要としているのか等々）の把握を助け，市民運動の支援活動を広げていく力になったので

61

「市民活動資料」センターと市民運動を支える社会教育（荒井容子）

(25) 注18に同じ，p.22。

(26) 同上。



はないかと思われる（27）。

（3）市民運動群総体を想起させる契機

はじめに述べたように「市民活動サービス・コーナー」は，「市民活動資料」の収集・保存・提

供（公開）以外にも，市民運動・市民活動を支援するためのさまざまな事業を展開していた。特に

印刷機器の印刷室での提供（用紙の提供も含めて）や「講師謝礼」の支援としての「講師派遣制度」

の発案・実施など，その先駆的取り組みは，当時から高く評価され，市町村の社会教育事業にも影

響を与えていった（28）。

ミニコミ等「市民活動資料」の送付者・閲覧者も含む，同コーナーの多面的な利用者たちの交流

会が1974年３月に行われ，これをきっかけに「市民活動サービス・コーナー利用者交流会」が組

織された。この交流会は毎年「市民活動サービス・コーナーの拡充に対する要望書」をまとめ，

「市民活動サービス・コーナー」が所属する都立立川社会教育会館（のち都立多摩社会教育会館）

と交渉し，また同コーナーの支援を受けながら「市民活動交流集会」―活動団体が交流しながら学

ぶ学習会―を開催してきた。その組織規模は小さかったが，さまざまな提案，調査をしながら「市

民活動サービス・コーナーを励まし強めた」と当時，同会自身が自負していた（29）。

優れた社会教育施設では，このような利用者組織がつくられ，利用者がその組織運営のあり方に

積極的に意見をのべ，運営自体に関わっていく場合がよく見られる。この場合，そこでは個々の利

用者，利用団体の中に，施設の存在を介して，個別利用を越えた，社会教育施設のあり方に関する

より普遍的な思想が育まれ，共有されていくことが多い。この点，「市民活動サービス・コーナー」

も，この「市民活動サービス・コーナー利用者交流会」などの活動に象徴されるように，その存在

が利用団体に，社会教育施設に関する思想をはぐくむ契機を与えていたといえる。

しかし，「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）活動は「市民活動サービス・コーナー」

の存在を，さらにそれ以上の思想を育む契機にしていたのではないかとも想像される。

山家利子は前節でふれた同じ1986年の論稿の中で，「市民活動サービス・コーナー」を利用して

いる団体（資料閲覧だけでなく，印刷室や集会への参加，会議室の利用などさまざまであると思わ

れるが）が，何らかの集会で入手したミニコミを「『コーナーにもぜひあった方がいいんじゃない

かしら』と持ってこられ，それから収集されるようになったミニコミ」もあった（30）と，ミニコミ
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(27) 注14と24で触れた江頭晃子は「伝える側も読む側も傍観者でしかないマスコミに比べ，身近な課題やひとり

一人の思いを伝え，そのことを自分はどう受け止めるのか，どう感じるのか。自分の生活実態は？と振りかえさ

せられるミニコミにも魅了された」（注24に同じ）と書いている。市民運動（あるいは市民活動）を支援する立

場にある社会教育職員が，市民運動（あるいは市民活動）の担い手の「思い」「意識」へと深く誘われるだけで

なく，同時代に生きる自身の生き方まで問い返すことになるということは，教育実践者が，実践対象とのあいだ

での相互の意識変革を介して，その教育実践を発展させていくという，すぐれた教育実践の展開に通じるものを

感じさせる。「ミニコミ」の収集がそのようなすぐれた社会教育実践展開の契機になる可能性も，この証言は示

唆している。

(28) 奥田泰弘がその先駆性を高く評価している。注17に同じ。pp.240-249。

(29) 市民活動サービス・コーナー利用者交流会「会報」第15号，1981年３月10日，p.４。なお，この会報による

と1981年当時の会員は46名７団体と記録されている（同号，p.６）。

(30) 注20に同じ，p.23。



収集に関わるエピソードを紹介している。

これは，個々の「市民運動」の担い手が，同コーナーの「市民活動資料」収集・保存・提供（公

開）活動の価値について，それぞれの目的を越え，より普遍化してとらえているということであり，

そこに，市民団体が当面の課題を越えて「市民運動」総体へとその関心が誘われ，自らも含まれる

「市民運動」一般への普遍的な共感と，理念的な連帯感が育まれている様子を想像することもでき

るのではないだろうか。

３　市民活動・市民運動団体が運営する「市民活動資料」センターの意味

ここまで，「市民活動サービス・コーナー」が行ってきた「市民活動資料」収集・保存・提供

（公開）活動の意味の検討を通して，それがもつ，「市民運動」支援という社会教育「思想」上の意

味と，またそのような思想のもとに展開される社会教育の「実践方法」としての意義を確認してき

た。

ところで「市民活動サービス・コーナー」は，東京都という地方公共団体が，その公的責任の上

に立って社会教育事業として運営してきたものだった。しかし，「市民活動資料・情報センターを

つくる会」は今後，市民団体としてこれに類する施設「市民活動資料」センターをつくり，運営す

ることになる。その場合，上記にみた，「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）と「市民運

動」を支援するという「社会教育」上の思想・実践との関係は継承されうるのだろうか。継承され

うるとしたら，それはどのような意味においてだろうか。

ここでは本稿でのこれまでの検討を踏まえながら，改めて，市民運動団体が「市民活動資料」セ

ンターをもつことの意味について考えてみる。

（1）市民運動団体による「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）活動

一定の活動を継続してきている市民運動団体が独自の事務所を構え，そこに自ら発行してきた機

関誌，通信，資料集，報告書などのバックナンバーを保存し，また運動の目的に結びつく関連資料

を収集・保存し，これらを公開することは珍しくない。このような活動においては一般に，資料の

収集・保存は運動推進のための研究を目的として，資料の提供（公開）は運動目的に対する理解と

支持を得，新たな参加者を募るための宣伝や教育活動を目的として行われるといえるだろう。

ところで，このような市民運動団体の中でも，共通の課題に関する複数の市民運動団体をつなげ

ていく，あるいはそれらの団体間で協力して運動を組織していくネットワーク型，協同型の市民運

動（そこには地域組織を束ねる広域組織も含まれるだろう）の場合には，その運動展開において当

該目的に関わる運動団体の情報に関心が寄せられることは容易に想像がつく。そのような情報は，

既に加盟している団体の活動を支えたり，新たな加盟団体を増やしたりするという組織拡大・強化

のためにも，また，その市民運動団体が課題としていることへの関心の程度を確認し，あるいは関

心を惹きつけるために運動目的を直接アピールする活動のためにも重要であるからだ。しかし，こ

のようなネットワーク型，協同型の市民運動であっても，それぞれの市民運動団体が自前で行って

いる資料収集・保存・提供（公開）活動において，当該課題に関わる市民運動団体の活動資料を積
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極的，継続的に収集している事例は多くはないのではないか。

市民運動団体にはそのような活動に充てる物的・人的余裕がないというのがその一般的な理由で

あろう。しかし比較的大きな規模の団体で，ある程度の物的・人的余裕をもち，自前の図書室や図

書館さえもっているところでも，そのような「市民活動資料」の収集に本格的に手をつけていると

ころは多くないように見える。これはつまり，当該課題に関わる市民運動団体についてであっても，

それらが生み出している「市民活動資料」の意義や，その収集・保存・提供（公開）の，当該運動

にとっての意義が認識されていず，またそのような活動のイメージも普及されていないからではな

いか。そのような資料の収集は研究者が個別のテーマに即して行うもので，その研究成果を通して

生かす以外に，それを生かす方法も，生かそうとする発想も，まだ普及されていないということだ

ろう（31）。

（2）市民運動団体が共有する「市民活動資料」センター

ところで，「市民活動資料・情報センターをつくる会」は，収集する資料を特定の課題に限定し

ない。そこで，この会がつくる「市民活動資料・情報センター」は，個別の市民運動団体がもつ自

前の資料センターとは異なる性格のものになる。複数の市民運動団体の資料を収集することになる

が，やはり特定の課題に限定していないという点では，特定の課題をもつネットワーク型，協同型

の市民運動が，可能性としてもちうる「市民活動資料」センターとも異なるものになるだろう。

では「市民活動資料・情報センターをつくる会」がつくる「市民活動資料」センターは，一つの

市民団体として，何故「市民活動資料」を収集するのか，何故それらを保存し，提供（公開）する

のか。その目的が問われることになる。

私はこの目的設定において，「市民運動」を支えるために「市民活動資料」を収集・.保存・提供

（公開）してきた「市民活動サービス・コーナー」の実績が生かされるのではないかと思う。

つまり，「市民活動資料」は「市民運動」を支えるという社会教育「思想」を介して収集・保

存・提供（公開）されることによって，単に資料群が存在するだけでなく，その収集・保存・提供

（公開）活動を支える担い手―これが「市民活動資料」センターとそれを支える人々ということに

なる―を通して，個々の市民運動団体を具体的に支え，また市民運動団体間をつなげる活動を促進

することができる。それは集積された資料群の個々の情報が，あるいはそのような資料が集積され

ているという事実が，個々の市民運動を支える力として積極的に生かされるということであり，そ

こから「市民運動」群の中に相互の学び合い，連帯の契機も育まれていく。これはまさに一つの市

民運動であり，「市民運動」を支援するという社会教育運動ともいえるのではないか。
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(31) 平川千宏は「市民・住民運動団体から発行される資料」について「それらは，総じて原資料とか，生（なま）

の資料とかいわれているものだが，どこで何が発行（所蔵）されているのか把握しにくい。／従って，収集がし

にくい。また，上記のような形態の資料であるために，整理や保管の方法も難しい。そのことと，これらの資料

の重要性についての認識不足も手伝って，その収集・提供・保存の状況は，極めて不十分であるといっていいだ

ろう」としたうえで，そのような資料を収集・保存・提供している「機関」について全国調査した結果をまとめ

ている。そこでは民間機関については11機関が列記されている（平川千宏「市民運動・住民運動資料の収集，

提供，保存」『山梨英和短期大学紀要』37，2002年３月，pp.17-18，20-21）。

なお，平川は本特集でその後の追加調査の結果も加えて論稿をまとめているので，これも参照されたい。



多様な市民運動をつなげながら，新しい，より広がりのある運動を目指す試みについては，世界

規模では世界社会フォーラムの事例がある。それぞれの社会運動団体がそれぞれの集会・会合（講

演会・パネルディスカッション・ラウンドテーブル・ワークショップ・展示等，その形態も，規模

もさまざまだ）を同じ時期，同じ場所で開催する。その総体が集合イベントとしてのフォーラムと

なる。このフォーラムは2001年から毎年，近年では数年おきに開催されてきた。そこではこのフ

ォーラムに自発的に，自分たちの企画をもって参加する社会運動諸団体を一つの組織にまとめあげ

ることはせず，それらの団体が相互の企画やフォーラム全体の中で，多様な社会運動の存在やその

課題・目的等を知り，学び合うことが目指されている。世界社会フォーラムはこのような集会を重

ねていくことによって，全体として，世界の社会運動団体間での連帯意識を育み，総体としての社

会運動を生み出そうとしているように思われる―もっとも，そこではまだ多様な運動団体の活動資

料の収集・保存・提供（公開）についての積極的な取り組みは行われていず，そのような活動の意

義もまだ認識されていないように思う―（32）。

おわりに

市民活動資料の収集・保存・提供（公開）を行うセンターは，実は，資料を提供する市民運動団

体，市民活動を行なっている者にとって，ある意味では両刃の剣であろう。通常は会員にしか送付

されない「通信」や「機関誌」は，特に隠されたものではないにしても，会員でなければ入手でき

ないものも多い。これが公開されるとなれば，その運動や活動を調査したいと考える研究者だけで

なく，その運動を妨害しようとするものも，その会員にならずに容易に情報を入手することができ

るようになる。資料提供者が，それでもあえて自分たちの活動資料を提供し，それらが整理・蓄積

され，公開されることを望むのは，危険を犯してでも情報を多くの人たちに伝えたいということだ

けでなく，他の市民運動団体の活動資料とともに自分たちの活動資料が収集・保存・提供（公開）

されることで，自分たちの運動が市民運動総体の中に位置づけられ，そうなることで自分たちの運

動の存在が，間接的であっても，市民運動群総体の形成に一定の役割を果たすという，その価値を

感じているからではないか。

「市民活動資料」センターは「市民活動資料」を提供する団体のこのような覚悟や期待を受けと

めて運営される必要がある。

そのためにも「市民活動資料・情報センターをつくる会」がつくる「市民活動資料」センターは，

これから市民活動・市民運動をはじめようとしている人を励まし，またすでに市民運動を展開して

いる人々を支えることに「市民活動資料」の収集・保存・提供（公開）活動が役に立つように，こ

の活動を積極的に生かして運営していく必要がある。すなわち，収集・保存・提供（公開）活動を

軸にしながら，この活動を市民運動支援に生かすさまざまな教育活動・学習活動と合わせて展開し

ていく必要がある。そうすることでこの「センター」は，多様な市民運動団体が，個々の課題・目
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(32) 世界社会フォーラムに関する文献は多数ある。ここでは筆者がこれに参加してまとめた文献のみ紹介しておく。

荒井容子「『成人教育運動の国際的展開』を追い続けて気づかされたこと」教育実践検討会編集・発行『問い続

けるわれら』第二集，2012年４月所収。



的を越えて，共同で市民運動総体を支えるための「センター」，市民運動を支える社会教育運動

（市民運動）の拠点の一つになっていくことができる。またそうなることで「市民活動資料」の収

集・保存・提供（公開）活動も，より生き生きとしたものになっていくのではないだろうか。

（あらい・ようこ　法政大学社会学部教授）
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